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特定鳥獣保護管理計画制度の概要 

平成２４年１２月１２日 

環境省自然環境局野生生物課 

鳥獣保護業務室 

千葉康人 
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本日の主な内容 
 
 鳥獣行政の現状 
 
 特定鳥獣保護管理計画制度の概要 
 
 その他 
  ①広域的な取組 
  ②被害対策（鳥獣被害防止特措法） 
  ③今後に向けて 
 

環境基本法 

環境基本計画 

生物多様性国家戦略 

自然環境保全
法 

 

 

自 然 公 園 法 鳥獣の保護及び
狩猟の適正化に
関する法律法 

絶滅のおそれの
ある野生動植物
の種の保存に関
する法律 

特定外来生物に
よる生態系等に
係る被害の防止
に関する法律 

国際条約 

生物多様性条約 

ラムサール条約 
世界遺産条約 
etc 

自然環境保全制度の体系 

希少野生動植物等
の捕獲、譲渡等の
規制、生息地等の
保護による絶滅の
おそれのある種の
保存 

特定外来生物の飼
養・輸入等の規制、
防除等による生態系、
人の生命・身体又は
農林水産業の被害の
防止 

自然環境保全地
域等の指定等に
より、すぐれた自
然環境を有する地
域の保全 

すぐれた自然の風
景地の保護と利用
の増進 

鳥獣の保護を図
るための事業の実
施、 鳥獣による被
害の防止、猟具使
用の危険予防 

生物多様性基本法 (H20.6施行) 

(H24.9策定) 

※生物多様性条約第10回締約
国会議（COP10）で採択された愛

知目標の達成に向けたわが国の
ロードマップを示す 
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等の主な変遷 

M28(1895)年 狩猟法制定 
T７(1918)年 全部改正 ※現行制度の原型 【狩猟鳥獣の指定】 
S38(1963)年 改正 ※「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改名 

            【鳥獣保護事業計画制度創設】     
H11(1999)年 改正 【特定鳥獣保護管理計画制度創設】 

            【国と都道府県の役割の明確化：地方分権】 

          （※捕獲許可は原則、都道府県の自治事務として実施。） 

H14(2002)年 全部改正【基本指針の策定】【ひらがな口語体へ】 
          （※国は、都道府県が策定する鳥獣保護事業計画に対する技術的助言。）  

H17(2005)年 税源移譲【鳥獣等保護事業費補助金：約1億円】 

                    ※三位一体の改革により、都道府県向け補助金を全て地方へ。 

                       (交付金は創設せず、国はﾏﾆｭｱﾙ作成や広域の取組推進等を自ら実施。)                  

H18(2006)年 改正 【狩猟規制の見直し】【保全事業の実施】 

                ※・休猟区でのシカ等の狩猟の特例を措置。 

            ・狩猟免許を取得しやすくするため網免許、わな免許に分割。 

            ・捕獲者の増加等を図るため、捕獲等に関する人材育成事業を開始。 

     

国から都道府県へ権限等を委譲し、地域の取組を地域が主体的に実施 

■ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の体系 

鳥獣の保護を図るための事業の実施、鳥獣による被害の防止、猟具の使用に係る危険の予防  

【鳥獣法の目的】 

○ 

生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与 

  

・狩猟制度の運用 

・捕獲許可（有害鳥獣捕獲等）の運用            

  

・狩猟鳥獣の指定 

・狩猟制度の管理 

・特に保護を図るべき鳥獣や国指定鳥獣保護区の捕獲
許可等 

   

国 

鳥獣の捕獲規制 

生息環境の保護・整備 

・国指定鳥獣保護区の指定等（82カ所,58万ha） 

鳥獣保護事業計画      

特定鳥獣保護管理計画 

（任意計画） 

46都道府県、124計画 

鳥獣保護事業計画の基本指針        

都道府県 

  

・生息状況の調査 

・放鳥獣、傷病鳥獣の保護、飼養登録など 

その他 

・都道府県指定鳥獣保護区の指定等 
                     （3,783カ所,306万ha）                                    

※ 数字はH24.12.1現在 

（H23.12.31現在） 

（H24.11.1現在） 

■ 狩猟・有害捕獲・個体数調整 

狩   猟 狩猟鳥獣を、狩猟期間に、定められた猟法で捕獲。 

農作物等の被害防止のため、都道府県知事等の許可を受けて捕獲。 

○ 野生鳥獣の捕獲は原則禁止。ただし、以下の場合は可能。 

 

区  分 狩    猟 有害捕獲 個体数調整 

定   義 狩猟期間に法定猟法により狩猟鳥
獣を捕獲等（捕獲又は殺傷） 

農林水産業又は生態系等に係
る被害の防止の目的で鳥獣の
捕獲等又は鳥類の卵採取等を
行うこと 

特定計画に基づく数の調整の
目的で、科学的かつ計画的に
鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採
取等を行うこと 

対象鳥獣 狩猟鳥獣（49種） 鳥獣及び卵 特定鳥獣 

捕獲及び採取の事由 問わない 農林水産業等の被害防止のた
め 注２） 

特定計画の達成を図るため 

個別の手続き 不要（狩猟免許の取得、毎年度猟
期前の登録が必要） 

許可申請が必要 

申請先：都道府県知事等 

許可申請が必要 

申請先：都道府県知事等 

資格要件 狩猟免許及び狩猟者登録を受けた
者 

原則として狩猟免許を受けた者 原則として狩猟免許を受けた者 

 

捕獲できる時期 狩猟期間 注１） 

・北海道以外：11月15日～2月15日 

・北  海   道 ：10月1日～1月31日 

許可された期間 

（年中いつでも可能） 
許可された期間 

（年中いつでも可能） 
 

方   法 法定猟法（網・わな猟、銃猟） 方法は問わない 

（禁止猟法等については制限あ
り） 

方法は問わない 

（禁止猟法等については制限あ
り） 

注２）被害が現に発生している場合だけでなく、被害等のおそれがある場合についても、地域の実情に応じて予防的な有害鳥獣捕獲は認められる。 

有害捕獲 

個体数調整 特定計画の達成を図るため、都道府県知事等の許可を受けて捕獲。 

注１）特定計画策定により延長している場合がある。 
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 狩猟免許所持者は年々減少しており、平成21年度は
約18万人、最近30年間で約４割に減少 

■ 狩猟者数の推移（免許種別） 

年齢別狩猟免許交付状況の推移 千人 

年度 

 高齢者の占める割合が高くなっており、平成21年度で
は60歳以上の割合が約６割 

■ 狩猟者数の推移（年代別） 

■ イノシシの生息分布と捕獲の状況 

○ 生息数分布は２５年前に比べ約１．３倍 

・体重60～100kg（個体差が大きい） 

・年1産、産仔数2～7頭 

・特定のなわばりを持たない。 

・積雪深30cm以上が70日以上続く地域、森林 

 面積率40％以下の地域が分布制限要因 
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イノシシ捕獲数 （近年10年＋過去５年ごと） 

その他 

狩猟 

○ 生息数分布は２５年前に比
べ約１．７倍 

■ ニホンジカの生息分布と捕獲の状況 
・北海道～兵庫の北日本グループと、それ以外 

 の南日本グループに分かれる。 

・初産２歳、最長寿命は15～20年。 

・１仔を出産。 

・一夫多妻。 

・パッチ状に草地が入り込んだ森林地帯に多く生息。 
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シカ捕獲数 （近年10年＋過去５年ごと） 

その他 

狩猟 

■ ニホンザルの生息分布と捕獲の状況 

○ 生息数分布は２５年前に比べ約１．５倍 

・北海道、茨城、沖縄を除く1都2府41県に分布。 

・数十～百頭程度の群れで生活。 

・行動圏は数十平方kmで広葉樹林帯を中心に 

 生息。 

・メスは5歳頃から出産。 
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サル捕獲数 （近年10年＋過去５年ごと） 

その他 
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本日の主な内容 
 
 鳥獣行政の現状 
 
 特定鳥獣保護管理計画制度の概要 
 
 その他 
  ①広域的な取組 
  ②被害対策（鳥獣被害防止特措法） 
  ③今後に向けて 
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 平成11年の改正により、「特定鳥獣保護
管理制度」を創設。 

【背景】 

• 北海道東部や日光地域等の著しく増加したシカ
やイノシシ、サルによる農林業・生態系被害が
深刻化 

• 農林業・人身被害などを引き起こしつつも、生
息域が地域的に分断され、地域個体群としての
絶滅が危惧されているツキノワグマ個体群の安
定的維持の必要性 

特定鳥獣の保護管理 

１．計画のねらい 

地域個体群の長期にわたる安定的維持 
 

２．策定主体 

都道府県が策定（任意計画） 
 

３．対象 

シカやイノシシ等の地域的に著しく増加してい
る種の地域個体群、またはクマ等の地域的に著
しく減少している種の地域個体群 

特定鳥獣保護管理計画（１） 

【計画達成のための三本柱】 
 

① 個体群管理 

地域の事情に応じた必要な狩猟制限等の設定 

② 生息環境管理 

生息環境の保全、生息環境の整備 

③ 被害防除対策 

被害防除対策の実施 

特定鳥獣保護管理計画（２） 
【特定鳥獣保護管理計画とは】 

② 策定主体： 

③ 対     象： 

地域的に著しく増加している種等について、地域個体群の長期にわたる安定的な維持 

を図りつつ、生態系や農林業被害の軽減等を図るため、科学的・計画的な保護管理を 

推進する 

都道府県が策定（任意） 

シカやイノシシ等の地域的に著しく増加している種、またはクマ等の地域的に減少し
絶滅のおそれが生じている種 

① 計画のねらい：  

現状把握 保護管理計画の策定 
 

 
○生息状況調査 
 
○被害状況調査 
 
○捕獲状況調査 

保護管理目標の
設定 
 
○生息数等 
 
○生息環境 

保護管理方策の
検討 
 
○個体数管理 
 
○生息環境管理 
 
○被害防除 

 
 
 
保護管理 
 
事業の実施 

 
モニタリング調査
の実施 

特定鳥獣保護管理計画の策定及び実行の流れ 
 

 
○生息密度 
 
○個体群の構成 
 
○被害状況 

（ 計 画的 ・ 科学 的 な個 体 群管理 シス テ ムの 確 立 ） 

④ 計画達成の手段： ①個体数管理、②生息環境管理、③被害防除対策の３本柱の事業を総合的に実施 

特定鳥獣保護管理計画（３） 

○基準の特例（特定計画を策定した場合） 
 ・環境大臣が定める制限の一部解除 
  （頭数制限（1日あたりの捕獲頭数）、猟法の制限 
   （くくりわなの直径）の解除など）  

 ・猟期の延長（法２条の範囲内） 

 ・休猟区における（特定鳥獣の）狩猟 

 
 

特定計画を策定した場合の狩猟の特例措置 

• 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン 
 （クマ類編）－ 2010年作成 

• 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン 
  （ニホンジカ編） － 2010年作成 

• 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン 
  （ニホンザル編） － 2010年作成 

• 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン 
  （ニホンカモシカ編） － 2010年作成 

• 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン 
  （イノシシ編） － 2010年作成 

• 特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル 
  （カワウ編） － 2004年作成 

 

特定計画作成に係る技術的助言 
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特定計画の策定状況（H24.4.1現在） 

鳥 獣 種 策定都道府県数 

イノシシ ３６府県 

ニホンジカ ３６都道府県（３９地域） 

ニホンザル １９府県 

ツキノワグマ ２１府県 

ニホンカモシカ ７県 

カワウ ２県 

特定計画の策定状況（2４年12月） 
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本日の主な内容 
 
 鳥獣行政の現状 
 
 特定鳥獣保護管理計画制度の概要 
 
 その他 
  ①広域的な取組 
  ②被害対策（鳥獣被害防止特措法） 
  ③今後に向けて 
 

 都道府県をまたいで生息する個体群（カワ
ウ、シカ、クマ等）について、連携して対
策を取る必要 

 広域的な取組の例 

• カワウについて、関東地域、中部・近畿
地域において広域協議会・広域指針 

• ツキノワグマについて、白山・奥美濃地
域において広域協議会・広域指針 

• ツキノワグマについて、島根、広島、山
口が合同で特定計画を策定 

広域での取組 

【カワウ】 
○関東ブロック 
H17.4  関東カワウ広域協議会設立 
H17.11  関東カワウ広域指針作成 
  【参加団体等】 
   国（環境省、水産庁、国交省） 
   関係11都県 

【ツキノワグマ】 
○白山・奥美濃地域 
H20.11  白山・奥美濃地域ツキノワグマ広域協議会設立 
H21.  3  白山・奥美濃地域ツキノワグマ広域指針作成 
  【参加団体等】 
   国（環境省、林野庁） 
   関係５県（富山、石川、福井、岐阜、滋賀） 
   狩猟者関係団体、林業関係団体等  

○中部・近畿ブロック 
H18.5 中部近畿カワウ広域協議会設立 
H19.3  中部近畿カワウ広域指針作成 
H24.4 広域指針改訂 

  【参加団体等】 
   国（環境省、水産庁、国交省） 
   関係１５府県 

    

【ニホンジカ】 
○関東山地 

 H19.  4 取組開始 
 H22.  3  関東山地ニホンジカ広域指針作成 
 H24. 3 広域指針改訂 
  【参加団体等】 
   国（環境省、林野庁） 
   関係６県（群馬、埼玉、東京(※)、長野、山梨、 
          神奈川(※))  ※オブザーバー 

   

カワウ関東ブロック 

カワウ中部・近畿ブロック 

ニホンジカ関東山地 

ツキノワグマ白山・奥美濃地域 

広域保護管理の取組事例 
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本日の主な内容 
 
 鳥獣行政の現状 
 
 特定鳥獣保護管理計画制度の概要 
 
 その他 
  ①広域的な取組 
  ②被害対策（鳥獣被害防止特措法） 
  ③今後に向けて 
 

有害鳥獣対策 被害対策 
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 深刻化する鳥獣被害に対し、鳥獣による農林水
産業等に関する被害防止のための施策を総合的
かつ効果的に推進し、農林水産業の発展及び農
産漁村地域の振興に寄与することを目的として
制定（平成20年2月施行） 

 市町村による被害防除計画の策定（23年度末
までに1199市町村で策定） 

 鳥獣害防止総合対策事業（農林水産省予算） 

 鳥獣保護法の各種計画との整合を規定 

 鳥獣保護法に基づく狩猟税の減免を規定 

鳥獣被害防止特措法 

26 

（具体的な措置） 

 権限委譲：都道府県に代わって、市町村自ら被害防止のための捕獲許可
の権限を行使 

 財政支援：地方交付税の拡充、補助事業による支援など、必要な財政上
の措置 

 人材確保：鳥獣被害対策実施隊を設け（平成23年4月現在87）、民間の隊
員については非常勤の公務員とし、狩猟税の軽減措置等を措置 

 鳥獣保護法との関係：各種計画との整合を規定、狩猟税の減免を規定 

■ 目的 
 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的にかつ
効果的に推進し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与 

農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成 

基本指針に即して、市町村が被害防止計画を作成 
23年度末までに1,199市町村で策定 

鳥獣被害防止特措法 

27 

本日の主な内容 
 
 鳥獣行政の現状 
 
 特定鳥獣保護管理計画制度の概要 
 
 その他 
  ①広域的な取組 
  ②被害対策（鳥獣被害防止特措法） 
  ③今後に向けて（まとめ） 
 

28 

鳥獣保護法 鳥獣被害防止特措法 

国 

都
道
府
県 

市
町
村 

基本指針（環境省） 

国指定鳥獣保護区の管理等 

鳥獣保護事業計画 

特定鳥獣保護管理計画 

基本指針（農水省） 

被害防止計画 

即して作成 

即して作成 

整合性 

整合性 

地方分権が進む中で、国、都道府県、市町村の連携が
重要 

鳥
獣
管
理
全
般 

被
害
対
策
中
心 

鳥獣法制における国・都道府県・市町村の役割 

○ 狩猟者の減少、高齢化によって捕獲の担い手が不足  

○ 特定鳥獣保護管理計画の目標を早期に達成することが必要  

○ 都道府県域をまたいで広域に分布・移動する鳥獣に対する適切な 
  保護管理が必要  

・ 若者や自治体職員の狩猟免許取得の促進や狩猟者の技術向上 

 （研修の実施、人材登録事業、地域ぐるみでの捕獲推進、フォーラム開催等） 
 

   

・ 地域の特性に応じた大規模かつ効率的な捕獲手法の開発 

  （大型囲いわな、高度な射撃技術の実証等）  

 

・ 広域協議会の設置や広域保護管理指針の策定      

   （情報の共有化、効果的な対策の推進等） 

担い手の確保に向けた取組 

捕獲数の拡大に向けた取組 

複数の自治体が協力する広域的取組 

今後に向けて１ 今後に向けて２ 

  国、都道府県、市町村等の行政、狩猟者、地域
住民、専門家の連携強化 

国 

市町村 都道府県 

環境行政 
農林水産
行政 

行政 

専門家 

住民 農業団体 

狩猟者 

行政間の連携 

国と地方の連携 
多様な主体の連携 

 鳥獣管理には、多様な主体が関与することから、様々な段
階での連携強化が重要。 
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おまけ 
 

○ シカ、イノシシ等の鳥獣による農林水産業等への被害が全国的に発生し、深刻化（平成
22年度：被害金額239億円で過去最高）  
○ 農林水産省は､鳥獣被害緊急総合対策(鳥獣被害防止総合対策交付金事業等)などによ
り、また、環境省は､被害防除対策を含む鳥獣保護管理について､都道府県･市町村を支援  

○ 鳥獣被害防止対策の効果的な実施を推進する観点から､鳥獣の生息状況、農作物等被
害の発生状況､鳥獣被害防止に関する施策・事業の実施状況等を調査（平成23年９月～11

月全国実地調査）  

１ 調査概要 

■ 鳥獣被害防止対策に関する行政評価・監視」結果の概要  

２ 主な調査結果及び勧告 

(１) 鳥獣被害防止対策の計画的・効果的な実施 

 ① 被害を及ぼす鳥獣の生息状況調査の実施 

・従来から鳥獣の生息状況調査を実施している都道府県において､予算の制約､専門家不足な
どにより必要な調査ができない例などあり 

 ② 鳥獣被害状況の的確な把握等 

・被害状況の把握が市町村により様々な方法で行われ､過大・過小な把握結果となる例あり  

 ③ 被害防止計画の内容の妥当性確保 

・市町村の被害防止計画における捕獲計画数等が、都道府県全体の捕獲目標数と整合してい
ない例や鳥獣の生息状況、被害状況に基づかないものとなっている例などあり 

 ④広域的な被害防止対策の推進 

・市町村が個別に行っている捕獲や追い払い等で被害地域が拡大するなど、複数の市 

町村が連携・共同して対策を実施することが望ましい例あり 
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勧告 
次のような措置を講ずることにより､市町村における効果的な被害防止対策の実施を促進 

① 鳥獣被害防止総合対策交付金の活用、必要な技術的助言などにより､鳥獣の生息状況  

 の詳細な調査の実施を推進（農林水産省、環境省）  
② 農作物被害の実態について、都道府県及び市町村の過度な負担とならない程度に、合 

 理的な被害金額等の算出・把握が行われるように支援（農林水産省）  
③ 被害防止計画が、県の捕獲目標数と整合し、生息状況や被害状況等に基づく妥当な内 

 容となるよう、市町村及び都道府県に対し、必要な助言(農林水産省､環境省)  

④ 関係市町村や都道府県が共同して行う広域的な取組の支援を強化(農林水産省､環境省)  
 

 

(２)適切な捕獲許可審査等による鳥獣保護･管理の的確な実施 

・都道府県から権限が委譲されている市町村において、また、国の出先機関（地方環境事務所）
において、被害防止のための捕獲許可申請に対する審査が不適切な例あり 

勧告 
○ 都道府県から権限を委譲された市町村において、捕獲許可申請及び審査が適切に行わ  

 れるよう助言（環境省）  
○ 捕獲許可申請者の適格性の確認が適切に行われるよう、申請様式の見直しや指導など 

 の必要な措置を実施（環境省） 
  
 

 

今後に向けて２ 

  国、都道府県、市町村等の行政、狩猟者、地域
住民、専門家の連携強化 

国 

市町村 都道府県 

環境行政 
農林水産
行政 

行政 

専門家 

住民 農業団体 

狩猟者 

行政間の連携 

国と地方の連携 
多様な主体の連携 

 鳥獣管理には、多様な主体が関与することから、様々な段
階での連携強化が重要。 

ご静聴ありがとうございました 
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ニホンザルの特定計画の 
策定状況等 

平成24年度 野生鳥獣保護管理技術者育成研修会 ニホンザル（第2回） 

一般財団法人自然環境研究センター 滝口正明 

本日の内容 

1. ニホンザルの現状 

2. 特定計画の策定状況 

3. 特定計画の必要性 

4. 特定計画の課題 

 

 ニホンザルの分布状況 

•ニホンザルは、北海道、茨城県、長
崎県、沖縄県の4道県を除く、43都府
県に生息する 
•岩手県、大阪府は分布が限定的 

１．ニホンザルの現状 

 

•ニホンザルの捕獲位置 
2007年から2010年までに野生鳥獣情報シス
テム（WIS）に報告されている狩猟、有害鳥獣
捕獲および特定鳥獣保護管理計画に基づく捕
獲位置情報をもとに作図 

 

•群馬県、兵庫県、熊本県、鹿児
島県からの情報はなし。 

•鳥獣統計の情報から、ニホンザ
ルが分布する全ての都府県では
捕獲が実施されている。 

 ニホンザルの捕獲状況 

全国のニホンザルの捕獲数の推移（捕獲目的別） 
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 ニホンザルによる農作物被害の状況 
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ニホンザルの特定管理計画の策定状況 

•ニホンザルの特定鳥獣保護
管理計画は、平成24年4月1日
現在、19府県が策定している。 

•和歌山県では計画期間は終
了しているが、その趣旨を踏ま
えた保護管理が継続。ただし
内容は、外来種タイワンザル
対策であり、ニホンザルについ
ては策定されていない。 

２．特定計画の策定状況 
平成24年4月1日現在

ニホンジカ クマ類 ニホンザル イノシシ
ニホン
カモシカ

北海道 ◎
青森 ◎
岩手 ◎ ◎ ◎
宮城 ◎ ◎ ◎ ◎
秋田 ◎ ◎ ◎
山形 ◎ ◎
福島 ◎ ◎ ◎
茨城 ◎
栃木 ◎ ◎ ◎ ◎
群馬 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
埼玉 ◎ ◎
千葉 ◎ ◎
東京 ◎
神奈川 ◎ ◎
新潟 ◎ ◎
富山 ◎ ◎
石川 ◎ ◎ ◎
福井 （◎） ◎ ◎
山梨 ◎ ◎ ◎
長野 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
岐阜 ◎ ◎ ◎ ◎
静岡 ◎ ◎ ◎
愛知 ◎ ◎ ◎ ◎
三重 ◎ ◎
滋賀 ◎ ◎ ◎
京都 ◎ ◎ ◎ ◎
大阪 ◎ ◎
兵庫 ◎ ◎ ◎ ◎
奈良 ◎ ◎
和歌山 ◎ （◎） ◎
鳥取 ◎ ◎ ◎
島根 ◎ ◎ ◎
岡山 ◎ ◎ ◎
広島 ◎ ◎ ◎
山口 ◎ ◎ ◎
徳島 ◎ ◎
香川 （◎） ◎
愛媛 ◎ ◎
高知 ◎ ◎
福岡 ◎ ◎
佐賀 ◎
長崎 ◎（3地域） ◎
熊本 ◎ ◎
大分 ◎ ◎
宮崎 ◎ ◎ ◎
鹿児島 ◎ （◎）
沖縄

計画数 37 21 19 34 7

注） １　46都道府県、120計画が作成されている。
２　福井県のニホンジカ、和歌山県のニホンザル及び鹿児島県の
　　イノシシについては特定鳥獣保護計画の計画期間は終了して
　　いるが、その趣旨を踏まえた保護管理が継続されている。

◎ 分布しており、特定計画を策定している
分布しているが、特定計画を策定していない
分布が限定的

空白 分布していない

ニホンザルの特定計画の策定率 
 

•全国    44.2% 19/43 
•東北地方 83.3% 5/6（岩手県は分布が限定） 
•関東地方 66.7% 4/6（茨城県を除く） 
•中部地方 66.7% 6/9 
•近畿地方 42.8% 3/7（大阪府は分布が限定） 
•中国地方 0% 0/5 
•四国地方 0% 0/4 
•九州地方 16.7% 1/6（長崎県、沖縄県を除く） 
 

•西日本（主に中国、四国、九州）では、ニホンザルの特定計画が策定
されていない県が多い。 

•ニホンジカ、イノシシに比べて、ニホンザルの特定計画の策定率は低
い。 
 
 

サルの特定計画が策定されにくい理由 
 

•ニホンザルの個体群管理は、シカ、イノシシとは異なり、密度管理や単
純な個体数管理ではなく、群れの管理が基本。 

•ニホンザルは狩猟獣ではないため、シカやイノシシのように、特定計画
を策定しても、狩猟による捕獲数の枠を増やすなどの対応が取れない。 
•特定計画を策定するメリットがないと捉えられているか？ 

•ニホンザルの特定計画未策定県の一例 

 

○○県鳥獣被害防止対策基本方針（H19年3月）より 

「ニホンザルについては、その行動特性から、個体数（捕獲数）管理を
主体とする保護管理計画策定のメリットは少なく、本県では集落ごと
の防護対策を主体に推進しています。」 
 

※ニホンジカ、イノシシについては、特定計画策定済み 
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・捕獲頭数は増えているが、必ずしも被害は減少していない 
→目的をもった計画的な捕獲（個体群コントロール）が必要 

H20年度以降、捕獲頭数が
急増 

ニホンザルの対策の基本 
●被害防除 
•物理的防除（防除柵）、追い払いなど→地域・集落ぐるみの取り組みが必要 
 
●個体群管理 
•（悪質）個体の管理 
•群れの個体数の管理 
•群れ数の管理 
•上記を通じた分布の管理  目的を明確化して行うことが求められる 
 
●生息環境管理 
•短期的な取り組み：誘引物の除去、耕作地・集落周辺の環境整備→地域・集落ぐるみ
の取り組みが必要 
•長期的な取り組み：奥山の環境整備（追い上げ先の確保） →他部局との連携が必要 
 
●モニタリング 

•サルの生息状況、被害状況、対策の効果についてモニタリングし、その結果を評価し、
フィードバックし、必要に応じて対策を見直す順応的な管理が必要 
 

上記を進めるためには、目標を明確化し、必要な体制を整え、計画的に実行していくこ
とが必要 

３．特定計画の必要性 
特定計画を作るメリット 
 

•目標設定をはっきりさせ、施策の方向性を示しやすい 
 
•住民や市町村に対し、説明がしやすい→捕獲に対しても理解を得や
すい 
 
•県と市町村、住民との役割分担ができる 
 

•外部の検討委員を入れることにより、一過性で終わる危険性がなく
なり、継続性が担保できる 
 

•各方面の代表者からなる検討会を開催し、パブリックコメントを実施
することにより、合意形成の手段となりうる 
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H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

02 青森県

04 宮城県

05 秋田県

06 山形県

07 福島県

09 栃木県

10 群馬県

12 千葉県

14 神奈川県

15 新潟県

16 富山県

17 石川県

19 山梨県

20 長野県※

23 愛知県

25 滋賀県

26 京都府

28 兵庫県

30 和歌山県

45 宮崎県

特定鳥獣保護管理計画

任意計画

※長野県の任意計画は終了年不明

第9次 第10次 第11次

県/年度

事業計画 第8次

•福島県、新潟県を除き、計画は2期目以降に入っている。 

ニホンザルの特定計画の計画期間 ４．特定計画の課題 ニホンザルの特定計画を進めていく上での課題 
 

•特定計画制度の普及 

 

•県部局間の連携（鳥獣行政部局と農政部局） 
 

•県と市町村との連携（実行計画の位置づけと特措法に基づく計画
の整合） 
 

•地域内、地域間の連携（対策への温度差、意識の統一） 
 

•モニタリングに基づく科学的・客観的な現状把握と結果の評価（評
価体制の整備、計画の形骸化防止） 
 

•被害のモニタリング（集落単位での被害の実態把握） 
 

•普及啓発（集落、地域ぐるみの被害防除と環境管理の普及、捕獲
だけでは被害は軽減しないことの啓発 等） 
 

•効率的な個体数調整方法の確立 
 


